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水稲収穫量調査の課題と今後の方向について

平成26年12月４日
大臣官房統計部

１ 趣旨
(1) 水稲収穫量調査は、農家の自家消費米や縁故米も含め、飯用に供し
得る玄米の総量がどの位あるかを把握することを目的とした調査であ
る。その際、全国統一的に飯用に供し得る品位として、農産物規格規
程に定める三等の品位に相当する1.7ミリ以上のふるい目を基準とした
収穫量として調査し、公表している。

(2) 一方、実際の生産現場では、販売戦略等の観点から、産地や品種等
によって1.8ミリ～1.9ミリのふるい目幅が用いられており、そのふる
い上米が通常の主食用米として販売されている。

(3) このような中、平成26年産米については、北海道から関東にかけて
は、全もみ数が多かったものの、全国的に８月以降の天候が低温や日
照不足傾向であったこと等により、登熟が総じて平年を下回り、例年
に比べふるい下米や青死米等の発生が多い状況となっていることから、
国会等の場において水稲収穫量調査結果に係る評価等について説明を
求められている状況にある。

(4) このため、水稲収穫量調査の課題と今後の方向について検討するこ
ととする。

２ 検討事項
(1) 水稲収穫量調査の玄米選別に用いるふるい目幅について
(2) 青死米等の被害粒の取扱いについて
(3) 10ａ当たり平年収量の算定方法について
(4) 公表のあり方について
(5) その他

３ スケジュール
12月４日(第１回):水稲収穫量調査を巡る課題について
１月下旬(第２回):収量基準及び平年収量のあり方について

実需者・生産者団体等からのヒアリング
２月中旬(第３回):公表のあり方について

検討結果の取りまとめ(案)の検討
３月中旬(第４回):検討結果の取りまとめ決定

平成27年産平年収量の決定


